
職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
人
事
委
員
会
委
員
長

馬

場

勝

也

奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
五
号

職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
三
月
奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二

十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
五
条
」
を
「
第
六
条
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
二
条
」
を
「
第
三
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


		2017-03-29T09:10:02+0900
	naraken.




